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家
屋
の
屋
根
・
土
地
な
ど
に
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
を

設
置
し
て
売
電
す
る
場
合
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
な
ど
の
設
備
は
固
定
資
産
税

（
家
屋
ま
た
は
償
却
資
産
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
左
記
の
表
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
償
却
資
産
に
該
当
す
る
設
備
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
固

定
資
産
税(

償
却
資
産)

の
申
告
を
毎
年
１
月
末
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
に
つ
い
て
の
課
税

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎ 

77
‐
３
９
１
５

問

設置者および発電規模別課税区分

設置者
10kw 以上の太陽光発電設備

( 余剰売電・全量売電 )
10kw 未満の太陽光発電設備

( 余剰売電 )

個　　人
( 住宅用 )

家屋の屋根などに経済産業
省の認定を受けた太陽光発
電設備を設置して発電量の
余剰・全量を売電される場
合、売電するための事業用
資産となり、発電に関する
設備は課税の対象となりま
す。

売電するための事業用資産
とはなりませんので、償却
資産としては課税の対象外
となります。

個　　人
( 事業用 )

個人の方であっても事業のように供している資産は、発
電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資
産として課税の対象になります。

法　　人
事業のように供している資産なので、発電出力量や全量
売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対
象になります。

　 

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
経
済
産

業
省
の
認
定
を
受
け
た
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
平
成
30
年
３

月
31
日
ま
で
に
取
得
し
、
あ
る
一
定

の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
場
合
は
、
設

備
に
関
す
る
固
定
資
産
税
額
に
つ
い

て
最
初
の
３
年
間
は
課
税
標
準
額
を

３
分
の
２
と
す
る
特
例
措
置
が
あ
り

ま
す
。

　 

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
さ

れ
た
土
地
の
評
価
・
課
税
に

つ
い
て

　
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
す
る
土

地
（
固
定
資
産
）
は
、
利
用
状
況
か

ら
判
断
し
、
地
目
を
宅
地
や
雑
種
地

に
認
定
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
農
地

や
山
林
な
ど
を
太
陽
光
発
電
設
備
用

地
と
し
て
利
用
し
た
場
合
、評
価
額
・

税
額
が
大
き
く
変
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
詳
し
く
は
町
民
税
務
課
課
税
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
こ
ろ
ざ
し 

あ
ら
た
に

芝
山
町
社
会
福
祉
大
会
開
催

　
町
民
と
社
会
福
祉
関
係
者
の
決
意

を
新
た
に
す
る
第
10
回
芝
山
町
社
会

福
祉
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た

も
ご
自
由
に
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
２
月
11
日
㈷

　
　
　
　
午
後
０
時
30
分
受
付
開
始

■ 

会
場
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら

ぎ
の
里
」
講
習
室

■
内
容
　

　
大
会
宣
言
の
採
択
、
福
祉
功
労
者

表
彰
な
ど
の
式
典
や
、
小
中
学
生
に

よ
る
「
福
祉
に
関
す
る
作
文
標
語
ポ

ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
」
入
賞
作
品
の

掲
示
・
紹
介
な
ど

○
記
念
講
演

　
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
で
活
躍
中
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト

の
橋
本
テ
ツ
ヤ
氏
に
よ
る
記
念
講
演

「
生
涯
現
役
！
い
つ
ま
で
も
輝
く
た

め
に
～
日
常
的
に
自
分
を
磨
く
～
」

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

社
会
福
祉
協
議
会 
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■
対
象
と
な
る
学
生

　
大
学
（
大
学
院
）
、
短
大
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、

各
種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以

上
の
学
生
ま
た
は
生
徒
で
、
本
人
の

前
年
所
得
が
１
１
８
万
円
＋
扶
養
親

族
な
ど
の
数
×
38
万
円
以
下
の
方

■
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
、
平
成
28
年
度
有
効
の

学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
、
在
学
証
明

書
、
印
鑑

　
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！

①
結
果
通
知

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
承
認
（
ま
た

は
却
下
）
通
知
が
後
日
郵
送
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間

に
納
付
書
が
送
付
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

②
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

　
承
認
期
間
は
４
月
（
ま
た
は
20
歳

誕
生
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

③
学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き

　
卒
業
後
な
ど
に
厚
生
年
金
に
加
入

　
学
生
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
町
民
税
務
課
国
保

年
金
係
に
申
請
し
、
日
本
年
金
機
構
で
前
年
の
所
得
な
ど
を
審
査
・
承
認

を
受
け
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

年
金

す
る
予
定
の
な
い
方
で
、
引
き
続
き

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

納
付
猶
予
、
保
険
料
免
除
の
申
請
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
町
民
税
務
課

国
保
年
金
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
注
意
】

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た

期
間
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を

受
け
る
た
め
の
期
間
に
参
入
さ
れ
て

未
納
期
間
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
将
来
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
の
期
間
に
は
参
入
さ
れ

ま
す
が
、
年
金
額
の
計
算
に
は
入
り

ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の

保
険
料
を
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

「
追
納
」
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、「
国
保
」）
に
加
入
す
る
と
き
や
社
会
保
険
に

加
入
し
て
国
保
を
辞
め
る
と
き
に
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。
事
由
が
発

生
し
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

国
保
の
加
入
・
脱
退

届
け
出
は
14
日
以
内
に
！

国
保

○ 

国
保
税
は
、
加
入
の
届
け
出
を
し

た
日
で
は
な
く
、
資
格
を
得
た
日

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

○ 

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
国
保
税
と

社
会
保
険
料
を
二
重
に
支
払
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○ 

転
職
の
際
、
保
険
の
空
白
期
間
が

で
き
た
と
き
に
は
、
国
保
の
加
入

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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どんなとき 届け出に必要なもの

職場の保険を辞
めたとき

印鑑・職場の健康保険を辞め
た証明書（離職票など）
世帯主および国保に加入する
方の個人番号が分かるもの
※60歳以下の方は基礎年金
　番号が分かるものもお持
　ちください。

職場の保険に加
入したとき

印鑑・職場の新しい保険証・
国保の保険証
世帯主および国保を辞める
方の個人番号が分かるもの

そ
の
他

国保の被保険
者が亡くなっ
たとき

保険証・喪主の方の印鑑、
通帳
葬儀の書類(会葬礼状または
葬儀の領収書)

住所・氏名な
どの変更があ
ったとき

印鑑・保険証

保険証を
無くしたとき

印鑑・身分を証明するもの
世帯主および無くした方の
個人番号が分かるもの

お
よ
び
年
金
の
手
続
き
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

社
会
保
険
加
入
後
に
、
国
保
保
険

証
を
使
っ
て
医
療
を
受
け
て
し
ま

う
と
、
町
が
負
担
し
た
医
療
費
を

返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
必
ず
受
け
た
医
療
機
関
に

保
険
証
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。




